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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の対象部位に対する３次元の医用画像データを他の医用画像装置により予め取得
する医用画像取得手段と、
　超音波プローブから前記対象部位に対する穿刺による焼灼治療の対象部位をリアルタイ
ム撮像したリアルタイム超音波画像データを取得する超音波画像データ取得手段と、
　前記医用画像データと前記リアルタイム超音波画像データの概ね対応する領域を位置合
わせする位置合わせ手段と、
　この位置合わせされた、前記医用画像データと前記リアルタイム超音波画像データの間
の位置情報を記憶する位置記憶手段と、
　前記位置合わせ手段により位置合わせされた前記医用画像データに対して前記リアルタ
イム超音波画像データを差し引いた処理結果の画像を表示する画像表示手段と、
　この画像の断面や領域をユーザの操作内容に応じて連動して変えることのできる連動操
作手段を具備することを特徴する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記他の医用画像装置により予め取得される前記医用画像データは、超音波画像データ
、ＣＴ画像データ、ＭＲＩ画像データ、およびＰＥＴデータのいずれかを含むことを特徴
とする請求項１記載の超音波診断装置
【請求項３】
　前記超音波プローブの走査毎に更新されるリアルタイム超音波画像データと前記医用画
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像データとを、前記位置合わせ手段を用いて逐次位置合わせを行い、前記医用画像データ
と前記リアルタイム超音波画像データとの相対的な空間位置を逐次計算し、前記医用画像
データと前記リアルタイム超音波画像データの対応する断面や領域を前記相対的な空間位
置から演算し、位置を合わせて表示する、位置合わせ画像更新手段を具備することを特徴
する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記位置合わせ手段は、二つの３次元画像データ間で類似度が最大になる位置関係を探
索する画像演算手段であることを特徴する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　位置記憶手段は、前記位置合わせされた二つの３次元画像データ間の位置情報を記憶し
、前記連動操作手段は、この位置情報を利用して演算を行い、前記対応する断面や領域を
連動して変えることができることを特徴する請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記位置合わせ手段は、前記二つの３次元画像データ間の選択された断層面で、ほぼ同
等の断層面になるように、前記超音波プローブを操作し、その超音波プローブの空間位置
及び超音波スキャン方向に関わる位置データを、前記超音波プローブが具備する位置セン
サにより取得し、その位置合わせされたデータ間の位置情報を基準位置データとして記憶
する基準位置設定手段を具備することを特徴する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記位置合わせ手段は、前記二つの３次元画像データ間の選択された断層面で、ほぼ同
等の断層面になるように、前記リアルタイム超音波画像データの表示断層面を操作し、そ
の超音波プローブの空間位置及び表示断層面に関わる位置データを、前記超音波プローブ
が具備する位置センサにより取得し、その位置合わせされたデータ間の位置情報を基準位
置データとして記憶する基準位置設定手段を具備することを特徴する請求項１乃至６のい
ずれか記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記画像表示手段は、前記医用画像データ及び前記リアルタイム超音波画像データに対
し、画像の拡大・縮小・回転・並進、及び画素の輝度・色相変換の処理を行う画像処理手
段と、前記医用画像データ及び前記超音波画像データに対する画像空間を定義し、これ等
の画像データの移動、方位変更の処理を行う画像位置処理手段と、
　前記画像処理手段と前記画像位置処理手段によりそれぞれ処理された、前記超音波画像
データを表示する第１の表示画面手段、前記医用画像データを表示する第２の表示画面手
段、前記超音波画像データと前記医用画像データを共に表示する第３の表示画面手段いず
れか少なくも２つの表示画面手段から成るモニター表示手段を含むことを特徴とする請求
項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記連動操作手段は、前記リアルタイム超音波画像データを取得する際、前記超音波プ
ローブの操作中における前記位置データを超音波プローブが具備する位置センサにより取
得し、前記基準位置データと比較し、移動位置データを算出する移動位置算定手段と、算
出した前記移動位置データに基づいて、前記表示画面手段の前記医用画像データの表示に
おける相対空間位置を前記画像位置処理手段により変更、補正する表示位置補正手段とを
具備し、前記表示位置補正手段を用いて前記位置合わせを行い、対応する断面や領域を前
記超音波プローブの操作と連動してモニター表示し、観察可能であることを特徴する請求
項６又は請求項７の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記基準位置設定手段には、基準位置データと共に、読み出した医用画像データのファ
イル識別情報を記憶する基準位置記録手段と、前記基準位置データに対する前記超音波画
像データ取得手段によるリアルタイムの位置データのずれ値を表示するプローブ位置表示
手段とを具備し、前記画像表示手段のいずれかの表示画面手段に、前記基準位置データ及
び前記ずれ値が表示されることを特徴とする請求項６又は請求項７に記載の超音波診断装
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置。
【請求項１１】
　前記医用画像データに対して前記リアルタイム超音波画像データを差し引く処理は、医
用画像データもしくはリアルタイム超音波画像データについて設定された関心領域におい
て行うことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記位置合わせ手段により位置合わせがなされた後の前記医用画像データ及び前記リア
ルタイム超音波画像データに対し、画像の拡大・縮小・回転の少なくともいずれかを行う
画像処理手段と、
　前記拡大・縮小・回転を指示ずる入力手段とを備え、
　前記画像処理手段は、前記指示に基づいて前記医用画像データ及び前記リアルタイム超
音波画像データの双方に対し、画像の拡大・縮小・回転の少なくともいずれかを行うこと
を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体内の臓器や組織、或いは病変患部の超音波画像、ＣＴ画像、ＭＲＩ画像
、ＰＥＴ像などの医用画像装置の３次元診断画像を参照表示しながら、所望の超音波画像
データを取得し、対象部位の観測、および評価を行う超音波診断装置に係り、特に穿刺治
療における穿刺ガイド及び治療効果の確認に供される超音波診断装置に関する。
【０００２】
　更に詳しく述べれば、例えばマルチモダリテーの３次元データを参照して、対象部位を
観察、評価する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　肝癌等の治療を目的として、超音波断層画像をガイドとして治療部位へ治療針を刺入す
る穿刺治療が一般的に行われる。この手技に使用される超音波プローブには、穿刺用針の
アダプターが装着可能になっており、超音波診断装置の表示画面上では穿刺針の刺入経路
をガイドする想定目安位置が表示されようになっている。このような穿刺針を用いて、対
象部位の組織を採集したり、対象部位に対しエタノール等を注入したりする癌治療が行わ
れる。さらに近年は、マイクロ波やラジオ波による局所焼灼するための治療装置が開発さ
れ、この焼灼用の穿刺針による癌治療も多く行われる。
【０００４】
　治療の実施においては、その治療実施前に、治療対象の腫瘍像、あるいは過去における
治療部位の状況を、例えば医用画像装置によるＣＴ（Computed Tomography）画像、ＭＲ
Ｉ（Magnetic Resonance Imaging）画像、ＰＥＴ（Positron Emission Tomography）像、
あるいは超音波画像等で予め観察、把握する。そして、実際の治療処置では、マルチ表示
画面あるいはＳｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ画面の１画面に、予め取得したこれらの治療前の
治療対象部位画像を参照画像として表示しながら、治療対象部位の腫瘍をリアルタイムで
しかも容易に観察できる超音波診断装置により同定する。
【０００５】
　さらに、治療の施術中においては、治療処置の波及具合また治療後の治療効果、すなわ
ち治療対象部位における、焼灼あるいは注入による壊死領域などを、治療前の各種の医用
画像診断装置による腫瘍像と比較して、超音波診断装置による治療効果判定が行われる。
【０００６】
　このような肝癌治療においては、治療すべき腫瘍に対して、その周囲に厚み５ｍｍのマ
ージンを取った領域を焼灼あるいは注入することが治療後の再発防止の点で重要であるこ
とが一般的に知られている。また、このマージンを大きく取り過ぎると、焼灼あるいは注
入によるダメージを受ける肝臓の領域が大きくなりすぎ、肝機能に障害を生じ機能不全と
なり、予後を悪くすることになる。このため、適切なマージンを確保して焼灼等の治療を
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することが非常に重要である。
【０００７】
　現状では、焼灼前の腫瘍像、その画像の写真、或いはシャーカステン上で照らし出され
た例えばＣＴ像と、治療中に超音波診断装置によるリアルタイムあるいはフリーズして得
た治療後の腫瘍像を主観的に比較することが一般的に行われているが、焼灼された領域を
評価して治療の終了を判定することが難しい。このため、簡易な評価方法として、それぞ
れの画像における最大径を計測し、それを比較することにより、治療の波及範囲を推定す
ることが行われており、実際のところ５ｍｍのマージン評価はできていないのが現状であ
る（例えば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】國分茂博、森安史典編集「肝がんラジオ波熱凝固療法の実際」南江堂、
２００２年５月１０日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来の超音波診断装置によるガイドの下の穿刺針による治療では、異なるモニター画面
あるいはフィルムのシャーカステンに表示される処置中画像と参照画像の２画面それぞれ
に表示される患部像の比較が困難で、特に表示画像それぞれの表示画像倍率や表示位置が
異なることから、治療効果の判定における治療域あるいは治療マージンの判定が困難であ
ることが大きな問題となっていた。
【００１０】
　また、超音波診断装置のガイド下で行う穿刺では、造影ＣＴ等で描出され治療計画のな
された腫瘍が、超音波装置のＢモードで十分に描出できず、穿刺困難の場合が大きな問題
になっている。また、ＣＴ像と超音波像の比較などが、断面のアプローチが異なるため、
比較参照が困難であった。
【００１１】
　この発明は上記の問題点に鑑みてなされたもので、予め取得しておいた参照画像と治療
中のリアルタイム画像とを同時に観察でき、しかもその参照画像の表示を位置合わせして
表示することが可能な超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の請求項１の超音波診断装置によれば、被検者の対象部位に対する３次元の医用
画像データを他の医用画像装置により予め取得する医用画像取得手段と、超音波プローブ
から前記対象部位に対する穿刺による焼灼治療の対象部位をリアルタイム撮像したリアル
タイム超音波画像データを取得する超音波画像データ取得手段と、前記医用画像データと
前記リアルタイム超音波画像データの概ね対応する領域を位置合わせする位置合わせ手段
と、この位置合わせされた、前記医用画像データと前記リアルタイム超音波画像データの
間の位置情報を記憶する位置記憶手段と、前記位置合わせ手段により位置合わせされた前
記医用画像データに対して前記リアルタイム超音波画像データを差し引いた処理結果の画
像を表示する画像表示手段と、この画像の断面や領域をユーザの操作内容に応じて連動し
て変えることのできる連動操作手段を具備することを特徴する超音波診断装置を提供する
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の超音波診断装置によれば、予め取得しておいた参照画像と治療中のリアルタイ
ム画像とを同時に観察でき、しかもその参照画像の表示を位置合わせして表示することが
可能な超音波診断装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】４Ｄ超音波診断装置の説明図である。（ａ）は、４Ｄ超音波プローブを用いて行
う３Ｄスキャンの概念図、（ｂ）は３Ｄスキャンデータから再構成されるボリュームデー
タ、（ｃ）は、ボリュームデータのＭＰＲ表示例である。
【図２】３Ｄ表示の処理の流れの説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態において、対象部位への関心領域（ＲＯＩ）設定の説明図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態において、位置合わせ処理の流れの説明図である。
【図６】本発明の一実施形態において、リアルタイム３Ｄ位置合わせ表示の処理の流れの
説明図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図８】本発明の一実施形態における超音波診断装置が行う作動処理のフロー図である。
【図９】本発明の一実施形態における超音波診断装置のモニターに表示する画像の例を模
式的に示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態における本超音波診断装置が行う他の作動処理のフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。図１は、４Ｄ（４次元
）超音波診断装置の説明図である。（ａ）は、４Ｄ超音波プローブを用いて行う３Ｄスキ
ャンの概念図、（ｂ）は３Ｄスキャンデータから再構成されるボリュームデータ、（ｃ）
は、ボリュームデータを直交３断面として表すＭＰＲ（Multi-Planar Reconstruction/ R
eformation）表示例である。
【００１７】
　図１（ａ）に示すように、４Ｄデータを収集するためには、通常の１次元アレイプロー
ブを機械的に揺動して３Ｄ（３次元）データを連続的に収集できるメカニカル４Ｄプロー
ブ１０１を使用する。このメカニカル４Ｄプローブ１０１を被検者の観測対象部位に当て
ることにより連続的に対象部位の３Ｄデータを時系列に収集することができる。図１（ｂ
）に示すように、収集された３Ｄデータはボリュームデータ１０２として処理され、例え
ばリアルタイムにＭＰＲ表示される。ボリュームデータ１０２では所望の任意断面を表示
できるが、図１（ｃ）では例として直交する３断面と３次元形状を表している。左上は、
横断面１０３、右上は縦断面１０４、左下は鳥瞰面１０５、右下は３次元像１０６を示し
ている。
【００１８】
　このような３Ｄデータ収集は、上記メカニカル４Ｄプローブの他に、電子的に超音波を
３次元に送受信する２Ｄアレイプローブを利用することもできる。
【００１９】
　図２は３Ｄ表示処理の流れの説明図である。超音波診断装置においては、異なる断面の
複数画像を得ることにより立体像を生成して表示する３Ｄ表示と、この３Ｄ表示をある決
まったタイミングで時間的に更新していくことにより４Ｄ表示をすることが可能である。
【００２０】
　図２において、超音波診断装置における３Ｄ表示までの処理の流れと生成されるデータ
を説明する。３Ｄ走査をすることで３Ｄスタックデータを収集する、３Ｄデータ収集ステ
ップＳ２０１と、この収集した３Ｄスタックデータを再構成（リサンプリング）すること
でボリュームデータを生成する３Ｄ再構成ステップＳ２０２、および３Ｄ再構成されたボ
リュームデータをレンダリング等の処理をして３Ｄ表示させる３Ｄ表示ステップＳ２０３
から構成される。
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【００２１】
　３Ｄデータ収集ステップＳ２０１は、１次元アレイプローブを３次元的に走査すること
により、３Ｄデータの収集が可能である。さらに、メカニカル４Ｄプローブや２次元アレ
イプローブを利用して、３次元の繰り返し走査が可能となり、時間軸を含めた４Ｄデータ
収集を行なうことができる。
【００２２】
　メカニカル４Ｄプローブは、あるエンクロージャ内に1次元アレイプローブとプローブ
揺動用モータを備え，煽り走査や回転走査を機械的に行う。２次元アレイプローブ方式は
、２次元面上に配置された微小振動子を用いて３Ｄデータを電子的に走査収集する。
【００２３】
　３Ｄ再構成ステップＳ２０２では、ステップＳ２０１で収集された複数の断層画像スタ
ックデータは各々異なる座標系上にあるので，それらに共通に使用できる座標系を導入す
る必要がある．そのため各スタックデータを補間することでボクセルと呼ばれる等方的な
輝度の値を持った小さな立方体の集合体を構築し、３Ｄデータを再構成（リサンプリング
）する。これをボリュームデータと呼ぶ。
【００２４】
　３Ｄ表示ステップＳ２０３は、一般に３次元の画像データを２次元面上に投影表示する
ステップで、このことをレンダリングという．超音波診断装置で通常用いられるレンダリ
ング手法は以下のような方法がある。
【００２５】
（１）ＭＰＲ（Multi-Planar Reconstruction/ Reformation）法
　任意方向の断層像を作成する手法で，指定した断層面近傍のボクセル値を補間すること
で画素値を求める。本手法は通常の超音波撮像では見えない断面を観測できるという点で
有用である。通常，立体構造を把握するために，指定断面とその断面に直交する２断面を
合わせた３断面を同時表示する。
【００２６】
（２）ＭＩＰ(Maximum Intensity Projection)法
　視点と投影面間の直線上に存在するボクセル値を調べ，その中の最大値を投影面に投影
する表示手法である。カラードプラ法による血管像や超音波造影エコー法における造影エ
コー像の立体描出などには有用である．ただし，本手法では奥行き情報が消えるため，角
度を変えて作成した像を回転させてシネ表示する必要がある。
【００２７】
（３）ＶＲ(Volume Rendering)法
　本手法は仮想スクリーンから一様な光が発せられ，その光がボクセル値によって表現さ
れる3次元物体によって反射・減衰・吸収されるという仮想的な物理現象をシミュレーシ
ョンしたもので，スタート点である仮想スクリーン上の点から,一定のステップ間隔で透
過光，反射光を更新する．この更新処理時にボクセル値に応じた不透明度(Opacity)を設
定することで，表面から内部構造の表現まで多様な表現ができる。特に微細構造の抽出に
優れている。
【００２８】
＜第１の実施形態＞
　図３は、本発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置３００の構成を示す機能ブロッ
ク図である。この超音波診断装置３００は、超音波信号を送受信し、画像処理を行う超音
波診断装置本体部３０１、超音波を送信し、生体内のエコーを受信する超音波プローブ３
０２、超音波診断装置本体部３０１を操作するための入力装置３０３（キーボード、トラ
ックボールなど）、タッチコマンドスクリーンやロータリーエンコーダなどを具備する操
作パネル３０４，少なくとも２画面の超音波画像を表示できるモニター３０５から構成さ
れる。
【００２９】
　さらに、超音波診断装置本体部３０１は、超音波信号送信部３１１、超音波信号受信部
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３１２、Ｂモード処理部３１３、カラーモード処理部３１４、３Ｄ処理部３１５、表示部
３１６、システム全般の制御と演算処理を行う制御ＣＰＵ（Central Processing Unit）
３１７、画像を保存する画像データベース３１８、画像を記憶するシネメモリ３１９、参
照画像用３Ｄ画像処理部３２０、３Ｄ画像位置合わせ処理部３２１から構成される。画像
データベース３１８は、ネットワーク３２２を介して、他のＣＴ装置、ＭＲＩ装置などの
モダリティ３２３やＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communication in Medicine）サ
ーバ３２４から、過去に保存された超音波画像（静止画、動画、３Ｄ像、４Ｄ像）や他モ
ダリティ画像（ＣＴ画像、ＭＲ画像）から所望の画像を取り込み保存することが可能であ
る。
【００３０】
　また、ネットワーク３２２を介すことなくＭＯ（Magneto-Optical disk）、ＣＤ-Ｒ（C
ompact Disc Recordable）,ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）などメディアを利用して
、所望の画像データを画像データベース３１８に保存することも可能である。
【００３１】
　超音波の３Ｄ像がモニター３０５上に表示されている間は、入力装置３０３や操作パネ
ル３０４を使用して表示モードや表示断面の選択・変更を行うことができる。
【００３２】
　超音波ビームの走査を３次元的に行い、超音波３次元画像を連続的にリアルタイムに動
画表示する４Ｄ超音波装置においては、超音波プローブ３０２は、２次元アレイプローブ
あるいは１次元プローブを機械的に揺動させるメカニカル４Ｄプローブが接続される。超
音波信号送信部３１１より、電気パルスが超音波プローブ３０２の各振動子に印加され、
生体に対して３次元的に超音波ビームが走査される。
【００３３】
　３次元的に走査された各超音波ビームに対するエコー信号を、超音波信号受信部３１２
にて受信し、Ｂモードであれば、Ｂモード処理部３１３にて、超音波の受信ピーム毎にフ
ィルタ処理、ゲイン調整、包絡線検出、所望の信号処理が行われる。カラーモードであれ
ば、カラーモード用の送受信時には、カラーモード処理部３１４にて、フィルタ処理や速
度検出などが超音波の受信ピーム毎に行われる。Ｂモード処理部３１３あるいはカラーモ
ード処理部３１４より処理される受信ビーム毎の超音波データは、３Ｄ処理部３１５にて
超音波３次元データに再構成される。表示部３１６にて選択されている表示モードに従い
、超音波３Ｄデータはボリュームレンダリング像やＭＰＲ像に加工され、モニター３０５
に表示される。
【００３４】
　画像データベース３１８に保存された所望の３Ｄデータを操作パネル３０４に接続され
た入力装置３０３で選択すると、参照画像用３Ｄ画像処理部３２０で、所望の断面や３Ｄ
表示画像を生成することができる。
【００３５】
　所望の断層像や３Ｄ表示像は表示部３１６に転送され、モニター３０５上に表示される
。表示されたＣＴの３Ｄ像は、入力装置３０３や操作パネル３０４にて、断面位置や表示
形式、観察方向などを変えることができる。
【００３６】
　３Ｄ画像位置合わせ処理部３２１は、比較する参照画像の３Ｄデータと超音波診断中の
画像とで位置合わせをする機能をもち、超音波診断中のリアルタイム画像とともにモニタ
ー３１５に表示される。
【００３７】
　図４は、本発明の対象部位へ関心領域ＲＯＩ（Region Of Interest）の設定の説明図で
ある。図４に示すように、位置合わせ開始前に、入力装置３０３や操作パネル３０４を使
用して、例えばＭＰＲ表示上で位置合わせ演算対象のＲＯＩ４０１を指定する。図中では
四角で指定する場合を図示している。
【００３８】
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　３Ｄ画像位置合わせ処理部３２１では、指定されたＲＯＩ４０１内あるいは周囲を含む
領域で、位置合わせ処理を行う。
【００３９】
　図５には、２つの３Ｄデータの位置合わせの処理の流れの例を示す。この例では、２つ
の３Ｄデータ：Ｖｏｌｕｍｅ1とＶｏｌｕｍｅ２を対象とする。
【００４０】
　まずステップＳ５０１では、Ｖｏｌｕｍｅ２の座標を所定量だけ変化させる。次にステ
ップＳ５０２では、ステップＳ５０１による座標変換後、Ｖｏｌｕｍｅ２に設定されたＲ
ＯＩ情報から位置合わせする計算領域を求める。その後、ステップＳ５０３では、Ｖｏｌ
ｕｍｅ1とＶｏｌｕｍｅ２について類似度に関係する特徴量を計算する。
【００４１】
　次にステップＳ５０４では、ステップＳ５０３で計算された特徴量を、位置ずれ評価関
数に代入し、二つのボリュームデータの位置ずれの程度を評価する。
【００４２】
　ステップＳ５０５ではステップＳ５０４で求めたＶｏｌｕｍｅ1とＶｏｌｕｍｅ２の位
置ずれ評価が最適化基準を満たすかどうかを判断する。
【００４３】
　ステップＳ５０５で位置ずれ最適基準を満たす場合、二つの３Ｄデータが一致したと判
断して位置ずれ量を推定する（Ｓ５０６）。また最適基準を満たさない場合は、ステップ
Ｓ５０１に戻り、再び座標を変換して同様の計算を行う（Ｓ５０７）。したがってＶｏｌ
ｕｍｅ1とＶｏｌｕｍｅ２の二つの３Ｄデータ間で位置が一致したと判定されるまで対象
となるＲＯＩ内の空間座標を変えながら位置ずれ評価を繰り返すフローとなる。
【００４４】
　このようにして２つの３Ｄ画像データの位置ずれ量が決定されると、３Ｄ処理部３１５
や表示部３１６にこの位置ずれ量の値が入力されることにより、位置合わせされた二つの
３Ｄ画像データがモニター３０５に並列表示、または重畳表示される。
【００４５】
　図５において参照ボリュームであるＶｏｌｕｍｅ１は、典型的には、位置合わせ開始時
の３Ｄデータが考えられる。あるいは、画像データベース３１８より過去に収集された超
音波３ＤデータやＣＴなど他のモダリティの３Ｄデータが参照画像として利用される。表
示部３１６より位置合わせ処理された断層像や３Ｄ表示像がモニター３０５上に表示され
る。表示方法は、位置合わせされた任意の断層像、ＭＰＲ像、および３Ｄ表示像などが考
えられる。あるいは、参照画像とリアルタイム像の２画面表示など、様々な形態が考えら
れる。
【００４６】
　図６にリアルタイム３Ｄ位置合わせ表示の処理の流れを示す。図５で説明した位置合わ
せ方法を用いて、４Ｄプローブから収集した３Ｄ時系列データをリアルタイムに位置合わ
せするものである。この場合参照ボリュームであるＶｏｌｕｍｅ１は、かならずしも事前
に指定した他モダリティの３Ｄデータである必要はなく、同じ超音波診断画像の時間的に
少し前の３Ｄデータと位置合わせすることが可能である。このようなリアルタイム位置合
わせを用いれば、被検者が診断中に体位を変化させても、少し前の診断画像とリアルタイ
ムに位置合わせが可能である。
【００４７】
　まず４Ｄプローブによって４Ｄデータの収集を行う（Ｓ６０１）。３Ｄ処理部３１５に
て超音波３次元データに再構成された時系列の３Ｄデータが逐次生成される（Ｓ６０２）
。例えば図６に示すように、時系列上時間差Δｔだけ離れたスタックデータに対して、そ
れぞれ３Ｄ再構成演算を行い、ボリュームデータＶｏｌｕｍｅ１とＶｏｌｕｍｅ２を作成
する。この二つのボリュームデータは、３Ｄ画像位置合わせ処理部３２１に、逐次入力さ
れる。３Ｄ画像位置合わせ処理部３２１では、指定されたＲＯＩ内あるいはＲＯＩ周囲を
含む領域で例えば、図４に示した処理の流れで位置合わせ処理を行う。この３Ｄ位置ずれ
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演算から求めた、ずれ量から位置補正を行い、画像に付帯された画像付帯条件（回転・並
進・拡大／縮小、輝度情報など）で補正処理を行い（Ｓ６０３）、所望の断層像や３Ｄ表
示像は表示部３１６に転送され、逐次、モニター上に連続表示される（Ｓ６０４）。
【００４８】
　また、ＭＰＲ像やＶｏｌｕｍｅ像を自由に回転・並進・拡大・縮小する際に、上記位置
合わせ後は、並列表示される複数の３Ｄ像について、共通のインターフェース、例えば、
超音波装置の操作パネル３０３のロータリーエンコーダつまみにて、連動して操作するこ
とが可能である。
【００４９】
　本発明の第１の実施形態によれば、治療対象部位に対する治療前の参照医用画像と、治
療対象の所望する部位のリアルタイム超音波画像とがモニター上に並列表示もしくは重畳
表示されることにより、これらの比較が容易に行える。
【００５０】
　また、診断中のリアルタイム超音波画像にＲＯＩを設定し、参照医用画像と対応する領
域の類似度を計算することで自動的に位置合わせが可能となる。その結果、超音波プロー
ブの操作位置の変化や被検者の体動などによって観測位置が変化しても、参照医用画像デ
ータの表示位置も自動的に変化させることができ、この参照医用画像とリアルタイム超音
波診断画像を並列もしくは重畳して表示できるという効果を奏する。
【００５１】
＜第２の実施形態＞
　本発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す機能ブロック図である。図
７に示すように、本願発明の超音波診断装置１０は、本体部２０、超音波プローブ１１、
超音波プローブ１１の操作が行われる空間座標位置及びスキャニング方向・方位を知るた
めに取り付けられた位置センサ１５とその位置データ信号の受信機である位置センサ受信
部１５ａ、タッチコマンドスクリーンなどを有して構成される操作パネル１３と、この操
作パネル１３を介して本体部２０の制御ＣＰＵ部２５へデータを入力するキーボード及び
トラックボールなどにより構成される入力装置１４、及び超音波画像データの表示を含む
少なくも２画面の画像を共に表示するモニター１２とから構成される。
【００５２】
　本体部２０は、超音波診断装置１０のシステム制御全般を行う制御ＣＰＵ部２５を具備
し、システム制御プログラムを含む種々のデータベース情報を保有するデータベース部２
６、制御ＣＰＵ部２５のシステム制御下で超音波画像データを取得する超音波送信部２１
、超音波受信部２２、断層画像のＢモード処理部２３ａ、ドプラ画像のカラーモード処理
部２３ｂ、モニター１２における表示画像の表示画面構成を行う表示部２８を具備してい
る。
【００５３】
　超音波診断装置１０は、３次元（３Ｄ）超音波画像データ若しくは２次元（２Ｄ）超音
波画像データ、さらに、Ｂモード画像及びドプラモード画像に対応する構成部を有する。
【００５４】
　さらに本体部２０は、表示画像に対する種々の処理を行う画像処理部２７及び画像位置
処理部２４、外部の医用画像装置あるいは医用画像センタ１０１からの医用画像データを
、ネットワーク１００を介し取り込むネットワークＩ／Ｆ（インターフェース）１７、及
び外部からの医用画像データと本体部２０による画像データを記録保管する画像記録装置
２９ａ、これらの動画像データを記録保管するシネメモリ部２９ｂも同じく具備して構成
されている。なお、図７には、本体部２０を構成するこれらの機能部それぞれに対し、制
御ＣＰＵ部２５からの制御信号が入出力され、点線矢印で示す制御信号接続２５ａが成さ
れて構成される。
【００５５】
　本発明実施形態の超音波診断装置１０が行う超音波画像の取得とその処理について、図
８に示す作動処理のフロー図、及び図７に示す本実施形態のモニター１２の表示画面１２
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ａ、１２ｂの表示例の模式図を用いて、作用、動作を以下に説明する。
【００５６】
（第１の表示処理例）
　本願超音波診断装置の第２の実施形態における第１の表示処理例では、超音波画像ガイ
ドの下に治療の状況を観察しながら、例えば穿刺治療を実施する超音波診断装置であって
、治療対象の部位に対し、参照画像データとして過去の観察、若しくは以前の治療時にお
ける観察の医用画像データと、実施している治療処置の状況のリアルタイム超音波画像と
を共に対比、表示する場合を説明する。
【００５７】
　過去若しくは以前の治療時における観察の過去画像データの医用画像データは、図７に
示すように、医療施設の医用画像センタ１０１に保管される治療対象被検者より取得した
ＣＴ画像、ＭＲＩ画像、ＰＥＴ像、若しくは超音波画像のいずれか医用画像データであっ
て、同施設内のネットワーク１００を経由して、予め、本体部２０の画像記録装置２９ａ
に取り込まれる。この超音波画像データにあっては、以前に本実施形態により取得した画
像データを、画像記録装置２９ａに記録保管している画像データであってもよい。
【００５８】
　本実施形態の超音波診断装置１０が行う処理は、図８のフロー図に示すように、まずス
テップＳ１１では、過去若しくは以前の治療時における観察の医用画像データ、例えばＣ
Ｔ画像データ４１ｂを、図９（ａ）若しくは図１のモニター１２に模式的に図示したよう
に、モニター１２の表示画面Ｂ１２ｂに表示する。このステップＳ１１では、図７に示す
制御ＣＰＵ部２５による制御により、前述の画像記録装置２９ａに記録保管されている被
検者の例えば肝臓に対する３Ｄ（３次元）の例えばＣＴ画像データ４１ｂを表示部２８に
読み出して、表示部２８がモニター１２の表示画面Ｂ１２ｂに表示する。
【００５９】
　本実施形態により観察を行いつつ治療を実施する対象の部位については、一般的には３
Ｄの形態観察を行うので、本実施形態の超音波診断装置１０は、３Ｄ超音波画像を取得す
る機能構成によることが好適である。扁平に広がる患部を治療対象とする場合では、２Ｄ
医用画像及び２Ｄ超音波診断装置によっても、目的とする治療対象の部位を充分観察でき
ることは明らかで、本実施形態の超音波診断装置１０は、２Ｄ超音波診断装置により行わ
れても良い。なお、図９に示す本実施形態によるモニター１２の表示画面１２ａ、１２ｂ
の図示は、煩雑に成るので、２Ｄ画像により模式的に図示して説明する。
【００６０】
　ステップＳ１１で表示させた過去の治療対象を含む医用画像に対し、ステップＳ１２で
は、本実施形態の超音波診断装置１０により、超音波プローブ１１を操作して取得する治
療対象を含むリアルタイムの超音波画像３１ａが、図９（ａ）若しくは図７に、同じく模
式的に図示しているように、モニター１２の表示画面Ａ１２ａに表示される。さらに、表
示画面Ｂ１２ｂに表示した例えばＣＴ画像４１ｂの医用画像と同じ生体部位の一部を、超
音波プローブ１１の操作により、表示画面Ａ１２ａにリアルタイム超音波画像３１ａとし
て表示する。例えば、これ等の表示画面では、図９（ａ）に示すように、ＣＴ画像４１ｂ
には肝臓像４２ｂ及び腫瘍像４３ｂ、４４ｂ、４５ｂが、超音波画像３１ａにはＣＴ画像
に対応する肝臓像３２ａ及び肝臓内の腫瘍像３３ａ、３４ａ、３５ａが、観察できる。
【００６１】
　ステップＳ１２における超音波プローブ１１の操作で、予め観察、取得した表示画面Ｂ
１２ｂに表示される例えば肝臓４２ａの領域の画像と、表示画面Ａ１２ａに表示される超
音波画像３１ａの肝臓３２ａの領域とを見比べて、ほぼ同位置の治療対象の部位を、表示
画面Ａ１２ａに超音波画像として表示できたと判断した操作者である検査技師は、「重畳
表示」を指示する操作パネル１３のスイッチを操作する。このスイッチの操作により、ス
テップＳ１３へ処理が進む。
【００６２】
　スッテプＳ１３では、図９（ｂ）に示すように、表示画面Ａ１２ａの超音波画像５１ａ
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の表示を継続して、且つ表示画面Ａ１２ａに表示されている超音波画像データが、表示画
面Ｂ１２ｂに表示される過去の例えばＣＴ画像データ４１ｂに透過性重畳されて、表示画
面Ｂ１２ｂの超音波画像５１ｂとして重畳表示する。
【００６３】
　ステップＳ１３においては、表示画面Ｂ１２ｂに表示される重畳する超音波画像データ
５１ｂは、画像処理部２７により例えばその画素データの輝度情報が処理されて、さらに
表示部２８において下地の過去の画像データに合成する画像処理が行われて、モニター１
２に表示される。
【００６４】
　次のステップＳ１４では、過去の例えばＣＴ画像データ４１ｂに、リアルタイムの超音
波画像データ５１ｂがさらに透過性に重畳して表示しているステップＳ１３による表示画
面Ｂ１２ｂを、図９（ｂ）に示すように、操作者は超音波プローブ１１の被検者体表への
接触位置、方向を変化させながら、の両画像データの重畳が一致する位置、方向を探る。
【００６５】
　このステップＳ１４においては、重畳する画像データに対して例えば拡大・縮小、回転
・並進の画素データ処理が、画像処理部２７により成されて、それらを合成する画像処理
が行われる。
【００６６】
　ステップＳ１４において、操作者は、超音波プローブ１１の操作により、図９（ｂ）に
示すように、両画像データの生体部位像、ＣＴ画像４１ｂの肝臓像とその腫瘍像４３ｂ、
４４ｂと、超音波画像５１ｂの肝臓像５２ａとその腫瘍像５３ｂ、５４ｂが、全く一致す
る重畳の操作位置、方向で、超音波プローブ１１の操作を留めて、「一致」を指示する操
作パネル１３のスイッチを操作する。
【００６７】
　この「一致」のスイッチの操作により、ステップＳ１５において、超音波プローブ１１
に装備設置される位置センサ１５により、超音波プローブ１１の３Ｄ（３次元）空間位置
、及び超音波画像断層面の方位（スライススキャンニング方向）の位置データを、この位
置センサの受信部１５ａを装備する超音波診断装置１０の定義する基準座標空間（図示せ
ず）にプローブ原点座標位置として基準位置・方位の定義設定を行う。このステップＳ１
５における処理は、制御ＣＰＵ部２５の制御の下に画像位置処理部２４により行われる。
この画像位置処理部２４では、原点座標、超音波プローブの移動距離、移動位置などを演
算、比較、記録する処理が実行される。
【００６８】
　このステップＳ１５の処理により、「一致」の操作をした時点における過去の参照画像
データとして表示されるＣＴ画像データに対する空間座標系も、超音波画像データと同様
に基準位置・方位が定義設定されて、画像位置処理部２４によりこれ等の２つの画像デー
タを共通する座標空間で処理することができる。
【００６９】
　したがって、ステップＳ１５によるプローブ原点座標位置の設定により、この「一致」
の設定以降、すなわちステップＳ１６以降に行われる超音波プローブの操作によるプロー
ブの移動位置、スキャン方向・方位の変更が、位置センサ１５により検知される。この検
知データが位置センサの受信部を介して制御ＣＰＵ部２５に逐次入力されて、超音波診断
装置１０の定義する基準座標空間における操作された超音波プローブ１１の空間位置、ス
キャン方向が確定される。
【００７０】
　一方、表示画面Ｂ１２ｂに表示している過去の例えば３ＤＣＴ画像データの表示は、す
なわち、表示画面Ｂ１２ｂにおける超音波画像データの表示位置は固定されているので、
その３ＤＣＴ画像データの表示空間の座標軸をこの検知データに基づいて、相対的に表示
画面Ｂ１２ｂの中で移動、回転されたボリュームデータの表示位置に表示する処理が、画
像位置処理部２４により行われる。
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【００７１】
　ステップＳ１６では、操作者は、治療対象となる部位に対し、表示画面Ａ１２ａを観察
しながら、この治療目的に対し最適の観察、診断が行えるリアルタイム超音波画像を得る
ために、超音波プローブ１１の生体への接触位置、スキャニング方向を変える操作を行い
、超音波画像によるガイド下の治療対応の最良となる位置を探る。この超音波プローブ１
１による探る操作における、位置センサ１５の移動位置及びスキャン方向・方位の検知デ
ータは、画像位置処理部２４により基準位置・方位、すなわちプローブ原点座標位置から
の変化量が、逐次演算、算出される。
【００７２】
　ステップＳ１７では、この算出結果の移動位置、スライス面方位の変化を、表示画面Ｂ
１２ｂに表示している過去の医用画像データの表示空間座標に適用して、このボリューム
画像データを表示する座標空間を位置移動、方向・方位（回転）変更させる。
【００７３】
　すなわち、「一致」の指示以降における超音波プローブ１１の操作は、図９（ｃ）に示
すように、表示画面Ｂ１２ｂにおける重畳表示の下地画像を形成する過去医用画像データ
の対象部位、例えばＣＴ画像データの医用画像４１ｂの表示は、移動、回転されて表示さ
れ、透過性重畳して表示する超音波画像データ７１ｂの表示は、一般的な超音波画像表示
と同様に、所定の当初（図９（ｂ）の超音波画像データ５１ｂ）の表示位置・方向を維持
して透過性に重畳された超音波画像データ７２ｂとして表示される。
【００７４】
　ステップＳ１７における表示画面Ｂ１２ｂの下地画像（医用画像４１ｂ）の処理は、画
像位置処理部２４によるプローブ原点座標位置からの変化量を、制御ＣＰＵ部２５に逐次
入力し、画像処理部２７による回転・並進の画素データ処理を、表示画面Ｂ１２ｂに表示
している下地画像の過去医用画像データに対し実施する画像処理で行われる。
【００７５】
　ステップＳ１８では、ステップＳ１６及びステップＳ１７で治療対象の部位に対し最良
で、且つ同部位の治療の状況を対比、参照できる画像データを、図９（ｃ）に示すように
モニター１２の表示画面１２ａ及び表示画面１２ｂにそれぞれ表示して、超音波画像ガイ
ド下の穿刺治療を開始する。一般的な超音波画像ガイド下の穿刺治療を行う超音波診断装
置では、穿刺針の超音波像の強調表示６５ａ、７５ｂ、穿刺経路予測の表示６６ａ、７６
ｂなど、穿刺モードの設定仕様が装備されるので、この穿刺モードを選択する指示スイッ
チ「治療」を操作することにより、これ等が起動され、表示される。
【００７６】
　ステップＳ１９では、リアルタイム超音波画像データの輝度情報を画像処理部２７によ
り透過性重畳表示の画像処理に基づいて、表示される治療対象部位像７３ｂ/４３ｂそれ
ぞれを、画面表示Ｂ１２ｂに重畳して表示し、施術者は治療の進行、経過を観察、確認す
る。
【００７７】
　治療施術の終盤であるステップＳ２０では、例えば、図９（ｃ）に示すモニター１２の
表示画面により、施術者は画面表示Ｂ１２ｂに半透明に重畳表示されるこの治療による施
術効果像７３ｂ及び下地画像の治療施術前の対象部位像４３ｂと、画面表示Ａ１２ａに治
療による施術効果をリアルタイムの超音波画像として表示している施術腫瘍像６３ａとを
比較して、所定の治療マージンが確保されているかを確認できる。特に、画面表示Ｂ１２
ｂに重畳表示される施術効果像７３ｂと対象部位像４３ｂとの差異が、直接比較、観察で
きる。
【００７８】
　ステップＳ２０の確認を終えると、ステップＳ２１で、穿刺治療の施術を終了する「治
療」スイッチの反転を指示する（再度のスイッチボタンの操作）。
【００７９】
　この後のステップＳ２２では、超音波診断装置１０の表示画面１２は、一般的な２画面
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表示の状態、すなわち、ステップＳ１１、ステップＳ１２による表示が行われて、「重畳
表示」のスイッチ操作が行われることを待機している状態に戻る。
【００８０】
　本実施形態の超音波診断装置１０によれば、ステップＳ１５において行う所定の位置合
わせ操作以降において、超音波プローブの操作に追従して、リアルタイム超音波画像及び
治療前の過去参照画像である医用画像それぞれ共に同部位を追従表示することができ、重
畳表示における下地画像となる参照画像の参照操作が自動的に超音波プローブの操作位置
に移動変更されて表示されるので、両画像の比較が詳細、細部にわたって容易に行うこと
ができる。
【００８１】
　また、この超音波診断装置による少なくも２画面の画像表示が行われ、超音波画像のガ
イド下に行われる例えば穿刺治療において、治療対象部位に対するリアルタイムの超音波
画像を一方の表示画面で観察しながら、さらに他方の表示画面において、超音波プローブ
の操作に追従して移動する例えばＣＴ画像である治療前の過去参照画像に、リアルタイム
で取得する超音波画像を透過性に重畳表示するので、これ等の２画像データを見比べて、
治療波及の差異の比較が容易に行える。
【００８２】
　さらに、超音波プローブの操作に過去画像が追従して表示されるので、透過性表示のリ
アルタイム超音波画像と過去画像として参照している医用画像との比較により、治療マー
ジンの確保を容易に確認できて、その治療効果を高める施術の水準を高めることが容易に
行える。
【００８３】
（第２の表示処理例）
　次に示す本願超音波診断装置の第２の実施形態における第２の表示処理例においては、
過去の参照画像データとの対比を鮮明にするために、重畳表示において、リアルタイムの
超音波画像データを下地画像とし、過去の参照画像データを透過性に上置きして表示する
。超音波画像の取得とその処理について、図１０に示す作動処理のフロー図を用いて、第
２の表示処理例における作用、動作を説明する。
【００８４】
　この第２の表示処理例で行われるステップＳ４１では、モニターの表示画面Ａ１２ａ及
び表示画面Ｂ１２ｂに同じリアルタイム超音波画像が共に表示される、デュアル表示が行
われる。
【００８５】
　ステップＳ４２では、図７に示す制御ＣＰＵ部２５による制御により、ネットワーク１
００を介して医用画像センタ１０１に保管・保存される同被検者の過去の例えば３Ｄ（３
次元）のＣＴ画像データを読み出して画像記録装置２９ａに、記録保管する。この過去の
画像データとしては、ＭＲＩ画像データ、ＰＥＴ像データ、及び自機あるいは他機により
取得した超音波画像データを読み出して、表示してもよい。
【００８６】
　ステップＳ４３では、表示画面Ａ１２ａのリアルタイム超音波画像の表示を継続して、
且つ表示画面Ｂ１２ｂに表示されている同じリアルタイム超音波画像データを下地の画像
として、ステップＳ４２で読み込み保存した過去の例えばＣＴ画像データを透過性に重畳
させて表示する。
【００８７】
　例えばＣＴ画像データには、一般的に生体組織のＣＴ値毎に色相情報を割り当て表示さ
れるが、ステップＳ４３においては、この表示画面Ｂ１２ｂに重畳表示するＣＴ画像デー
タに対して処理を行う。例えば、この処理は、その重畳表示するＣＴ画像データの色相情
報を単色化し、各色相に所定の輝度情報を割り振ると共に、元の輝度情報とも統合して、
その画素データが輝度情報により構成される参照画像データに変換処理する。この過去の
画像データを透過性参照画像とする変換処理は、データベース部２６に予め設定したプロ
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トコルにより制御ＣＰＵ部２５が、画像処理部２７を制御、作動させて行う。他の色相情
報を含む医用画像データに対しても、同様の処理が行われる。色相情報の無い過去の超音
波画像データでは、リアルタイム超音波画像データと識別するために淡い色の色相情報を
割り当てる単色化が行われる。この変換情報は、データベース部２６に前記プロトコルと
して予め設定されて、制御ＣＰＵ部２５が、画像処理部２７を制御、作動させて行う。
【００８８】
　次のステップＳ４４では、ステップＳ４３の処理により、リアルタイムの超音波画像デ
ータに、過去の例えばＣＴ画像データが透過性に重畳して表示される表示画面Ｂ１２ｂに
対し、超音波プローブ１１の被検者体表への接触位置、方向を変化させる操作を行って、
３Ｄ（２Ｄ画像にあっては、２Ｄ）の両画像データの重畳が一致する位置、方向を、操作
者が探る。
【００８９】
　このステップＳ４４においては、重畳する画像データ、すなわちこの例ではＣＴ画像デ
ータに対して、例えば拡大・縮小、回転・並進の画素データ処理が、画像処理部２７によ
り行われて、さらにそれらを合成する画像処理が行われる。
【００９０】
　ステップＳ４４において、超音波プローブ１１を操作している操作者は、両画像データ
の生体部位像が一致する重畳の操作位置、方向で、超音波プローブ１１の操作を留めて、
「一致」を指示する操作パネル１３のスイッチを操作する。
【００９１】
　この「一致」のスイッチの操作によりステップＳ４５の処理へ進める。このステップＳ
４５では、超音波プローブ１１に設けた位置センサ１５により、超音波プローブ１１の３
Ｄ（３次元）空間位置、及び超音波画像断層面の方位（スライスのスキャンニング方向）
の位置データを、位置センサの受信部１５ａへ送信し、この位置センサの受信部１５ａを
備える超音波診断装置１０の定義する基準座標空間（図示せず）に、プローブ原点座標位
置として基準位置・方位の定義設定を行う。ステップＳ４５におけるこの処理は、制御Ｃ
ＰＵ部２５の制御の下に画像位置処理部２４により、原点座標、超音波プローブの移動距
離、移動位置などを演算、比較、記録する処理が実行される。
【００９２】
　ステップＳ４５によるプローブ原点座標位置の設定により、超音波プローブの操作によ
るプローブの移動位置、スキャン方向・方位の変更が、位置センサ１５により検知される
。さらに、この検知データが位置センサの受信部１５ａを介して制御ＣＰＵ部２５に逐次
入力されて、超音波診断装置１０の定義する基準座標空間における超音波プローブ１１の
空間位置、スキャン方向が確定、認識される。
【００９３】
　ステップＳ４６では、操作者は、治療対象となる部位に対し、リアルタイム超音波画像
を表示する表示画面Ａ１２ａを観察しながら、この治療目的に対し最適の観察、診断が行
える超音波画像を得るために、超音波プローブ１１の当接位置、スキャニング方向を変え
る操作を行い、リアルタイム超音波画像によるガイド下で、治療対応するのに最良となる
位置を探る。この超音波プローブ１１による探る操作における、位置センサ１５の移動位
置及びスキャン方向・方位の検知データは、画像位置処理部２４により、基準位置・方位
、すなわちプローブ原点座標位置からの変化量として、逐次演算、算出される。
【００９４】
　ステップＳ４７では、この算出結果の移動位置、スライス面方位の変化を、表示画面Ｂ
１２ｂに半透明に表示している過去の例えばＣＴ画像データの表示空間座標に適用して、
このボリューム画像データの座標空間を位置移動、方向・方位（回転）変更する。すなわ
ち、透過性重畳表示の下地となる超音波画像データの表示状態は、所定の方向を維持して
表示される一般的な超音波画像と同様の表示を行う表示画面Ｂ１２ｂにおいて、「一致」
の指示以降における超音波プローブ１１の操作は、重畳表示の上置きとなる過去の対象部
位に対するＣＴ画像データの表示が、移動、回転されて表示される。
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【００９５】
　ステップＳ４７における表示画面Ｂ１２ｂの上置きされる画像の重畳表示位置の処理は
、画像位置処理部２４によるプローブ原点座標位置からの変化量を、制御ＣＰＵ部２５に
逐次入力し、画像処理部２７による回転・並進の画素データ処理が、表示画面Ｂ１２ｂに
表示する過去の例えばＣＴ画像データに対し実施される画像処理で行われる。
【００９６】
　ステップＳ４８では、ステップＳ４６及びステップＳ４７で治療対象の部位に対し最良
で、且つ同部位の治療の状況を対比、参照できる画像データを、モニター１２の表示画面
１２ａ及び表示画面１２ｂにそれぞれ表示して、超音波画像ガイド下の例えば穿刺治療を
開始する。一般的な超音波画像ガイド下の穿刺治療を行う超音波診断装置では、穿刺針の
超音波像の強調表示、穿刺予測経路の表示など、穿刺モードの仕様設定が装備されるので
、この穿刺モードを選択する指示スイッチ「治療」を操作する共に、これ等の設定が起動
される。
【００９７】
　ステップＳ４９では、リアルタイム超音波画像データの輝度情報を画像処理部２７によ
り透過性重畳表示の画像処理により表示される画面表示Ｂ１２ｂにより、治療の施術者は
治療の進行、経過を確認する。
【００９８】
　治療施術の終盤であるステップＳ５０では、施術者は画面表示Ｂ１２ｂに半透明に重畳
表示されるこの治療による施術効果像と、下地画像の治療施術前の対象部位とを比較して
、所定の治療マージンが確保されているかを確認できる。
【００９９】
　ステップＳ５０の確認を終えると、ステップＳ４１で、穿刺治療の施術を終了する「治
療」スイッチの反転を指示する（再度のスイッチボタンの操作）。
【０１００】
　この後のステップＳ４２では、超音波診断装置１０の表示画面１２は、一般的な２画面
表示の状態、すなわち、ステップＳ４１、ステップＳ４２による表示が行われて、「重畳
表示」のスイッチ操作を待機している。
【０１０１】
　本実施形態の処理の手順において、ステップＳ４４～Ｓ４６、ステップＳ４８、及びス
テップＳ５０～Ｓ５１それぞれは、第１の表示処理例における処理の手順（図８）のステ
ップＳ１４～Ｓ１６、ステップＳ１８、ステップＳ２０と全く同様である。
【０１０２】
　本実施形態の超音波診断装置によれば、この超音波診断装置による少なくも２画面の画
像表示が行われ、超音波画像のガイド下に行われる穿刺治療において、治療対象部位に対
するリアルタイムの超音波画像を共にそれぞれの表示画面に表示し、一方の表示画面には
、過去の治療対象部位の参照画像、例えばＣＴ画像データが、治療中に取得されるリアル
タイム超音波画像データに、表示位置を合わせて、透過性に上置きして重畳表示できる。
また、本実施形態の重畳による表示によれば、下地の超音波画像データによる治療領域、
すなわち治療マージンが、上置きする参照医用画像、例えばＣＴ画像の過去の治療対象部
位像データとの大小比較により容易に確認でき、実施している治療の状況を観察し、その
治療効果の波及を容易に判断できる。
【０１０３】
（第３の表示処理例）
　本願超音波診断装置の第２の実施形態における第３の表示処理例では、過去画像データ
である医用画像データとの変化部分を強調、対比するために、重畳表示において、医用画
像データ、例えばＣＴ画像データに対し、リアルタイムの超音波画像データによる差分処
理を行った重畳表示を行う。
【０１０４】
　なお、この差分処理は、一般的に視野領域の大きい医用画像データに対し行うが、視野
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の小さいリアルタイムの超音波画像データに対し、関心領域ＲＯＩを指定した医用画像デ
ータよる差分処理の結果を表示するようにしてもよい。
【０１０５】
　本願発明の超音波診断装置１０が行う超音波画像の取得とその処理について、図２に示
すステップＳ１１～Ｓ１８については、第１の表示処理例と同様に行われる。
【０１０６】
　第３の表示処理例における、作動処理のフロー図のステップＳ１９においては、本体部
２０の画像処理部２７が、「透過性の重畳表示の処理」に替えて、「医用画像データに対
し、リアルタイムの超音波画像データを差分処理し、その結果を表示する処理」がステッ
プＳ１９として行われ、その結果を画面Ｂに表示する。
【０１０７】
　その後は、再び図８に示すステップＳ２０～Ｓ２２の処理を実施する。
【０１０８】
　本実施形態の超音波診断装置では、穿刺治療における治療中の状況を表示するリアルタ
イムの超音波画像データがモノクロ濃淡画像であり、穿刺針による治療域は一般的に強く
白く抜ける。すなわち、差分処理画像では、リアルタイムの超音波画像データの治療域表
示は、抜きマスク画像データとなり、過去画像データである医用画像データに対し治療処
置実施の範囲を非マスクで表示画面Ｂ１２ｂに表示することができる。
【０１０９】
　本実施形態の超音波診断装置によれば、治療処置を行っているリアルタイムの超音波画
像データの画面表示と、過去の治療対象を含む医用画像データに対し治療処置が実施され
た治療域がマスク切り出しされた画面表示とを、超音波プローブの操作に連動して表示で
きるので、超音波診断装置によるガイド下に行う治療処置を容易かつ適正に行うための観
察ができる。
【０１１０】
＜第３の実施形態＞
　本願超音波診断装置の第３の実施形態は、過去画像データである医用画像データと治療
を観察、診断しているリアルタイムの超音波画像データのそれぞれ表示空間を、一致させ
て設定した基準位置・方位に対し、超音波プローブ１１の操作における基準位置・方位へ
の復帰、再設定を容易にする。
【０１１１】
　本実施形態の超音波診断装置１０の画像位置処理部２４には、図８のステップＳ１５若
しくは図１０のステップＳ４５において、プローブ原点座標として設定した基準位置・方
位のデータと共に、参照している医用画像データのファイル識別情報とを記録保存してい
る基準位置記録部２４ａを画像位置処理部２４に備える。
【０１１２】
　また、この画像位置処理部２４には、治療の状況の観察、診断を行うリアルタイム超音
波画像データを取得する超音波プローブ１１の操作において、位置センサ１５より取得し
たリアルタイムの位置データと、これに設定した基準位置・方位の基準位置データに対す
るずれ値を表示するプローブ位置表示部２４ｂを具備する。
【０１１３】
　この基準位置記録部２４ａとプローブ位置表示部２４ｂにより、超音波画像を表示する
表示画面Ａ１２ａには、図９（ｄ）に示すように、基準位置Ｘ、Ｙ、Ｚ及び方位αの第１
表示８１と、操作中の超音波プローブ位置のズレ値ｘ、ｙ、ｚ、αの第２表示８２が表示
される。
【０１１４】
　超音波プローブ１１の操作に追従する表示画面Ｂ１２ｂの医用画像データの表示が、重
畳される超音波画像データに対し、ズレが大きくなった場合、若しくは被験者が治療、観
察の途中で体位をずらしたり、動いたりした場合に、当初の「一致」の設定を再度実施す
ることが必要になる。この場合、ステップＳ１１～Ｓ１５、あるいはステップＳ４１～Ｓ
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４５を繰り返すのは、煩雑であり、超音波プローブ１１の操作による一致位置の探査も簡
単ではない。
【０１１５】
　図９（ｄ）に示すように、表示画面Ａ１２ａに第１表示８１と第２表示８２を表示する
本実施形態の超音波診断装置では、第２表示８２の各数値が「０（ゼロ）」となる位置に
、超音波プローブ１１を操作し、戻すことにより、容易に当初に設定した基準位置・方位
に復帰させることができる。さらに、復帰したこの位置の近傍で、ステップＳ１４、Ｓ１
５あるいはステップＳ４４、Ｓ４５を実施して、基準位置記録部２４ａに基準位置・方位
を再設定することができる。この再設定により、第１表示８１の基準位置Ｘ、Ｙ、Ｚ及び
方位αが更新されて、以降はこの更新値に基づいて、種々の処理が行われる。
【０１１６】
　本願発明の第３の実施形態である超音波診断装置によれば、表示画面Ｂ１２ｂの追従す
る医用画像データの表示が、重畳される超音波画像データに対すズレが大きい場合、若し
くは被験者が体位を変えた場合に、当初の「一致」の設定を再度実施する基準位置・方位
へ復帰を簡単にできる。この復帰位置の付近で、基準位置・方位の再設定を簡単に行うこ
とができるので、治療効果を高める施術の水準を再現、維持することが容易に行える。
【０１１７】
　また、上記の第１から第３の実施形態に述べた処理ステップは、本願超音波診断装置の
コンピュータすなわち制御ＣＰＵ２５または制御ＣＰＵ３１７にて動作させるようプログ
ラムされている。
【０１１８】
　以上、本発明の超音波診断装置によれば、超音波画像のガイド下に行われる治療、例え
ば穿刺治療において、治療対象部位に対する治療前の参照医用画像と、治療対象の所望す
る部位のリアルタイム超音波画像とがモニター上に並列表示もしくは重畳表示されること
により、これらの比較が容易に行える。さらに、両画像の比較により治療マージンを含め
た手技が行われたかどうかを容易に確認でき、治療効果判定が行える。
【０１１９】
　また本発明によれば、超音波プローブの操作位置の変化に追従して参照医用画像データ
の表示位置も同時に変化させることができるので、被検者の体動などによって観測位置が
変化しても、この参照医用画像とリアルタイム超音波診断画像とを並列もしくは重畳して
観測部位を表示できるという効果を奏する。
【０１２０】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない
範囲で構成要素を変形して具体化できる。上記実施形態に開示されている複数の構成要素
の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構
成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要
素を適宜組み合わせても良い。これらも本発明の技術思想を用いる限り、本発明に含まれ
る。
【符号の説明】
【０１２１】
１０、３００…超音波診断装置、
１１,１０１、３０２…超音波プローブ、
１２、３０５…モニター、
１３、３０４…操作パネル、
１４、３０３…入力装置、
１５…位置センサ、
１５ａ…位置センサ受信部、
１７…ネットワークＩ／Ｆ（インターフェース）、
２０、３０１…本体部、
２１、３１１…超音波信号送信部、
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２２、３１２…超音波信号受信部、
２３ａ、３１３…Ｂモード処理部、
２３ｂ、３１４…カラーモード処理部、
２４…画像位置処理部、
２４ａ…画像位置記録部、
２４ｂ…プローブ位置部、
２５、３１７…制御ＣＰＵ部、
２６…データベース部、
２７…画像処理部、
２８…表示部、
２９ａ…画像記録装置、
２９ｂ、３１９…シネメモリ部、
８１…第１表示部、
８２…第２表示部、
２９ａ…画像記録装置、
１００、３２２…ネットワーク、
１０２…ボリュームデータ、
１０３…ＭＰＲ表示例、
３１５…３Ｄ処理部、
３２０…参照画像用３Ｄ画像処理部、
３２１…３Ｄ位置合わせ処理部。

【図３】 【図５】
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